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 資料5 事業事前計画表（事業化調査時） 
 

1. 案件名 

ブルキナファソ国 中央プラトー・南部中央地方飲料水供給計画 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

ブルキナファソ国（以下、「ブ」国）の給水率は、60.2%（2005 年）とされている。ただ

し、浅井戸を除いた場合は、52.9%となる。近隣のサブサハラ地域が 54%であることから、

「ブ」国における給水状況は、近隣諸国同様、非常に低い水準にある。安全で衛生的な水に

アクセスできない人々は、飲料水を沼地や川等の表流水や浅井戸に頼っている。これらは、

水因性疾患（コレラ、アメーバ赤痢、ギニアウォーム等）の原因となる非衛生的な水である。

また、女性と子供は、毎日の水汲みによる時間的拘束と過酷な労働を強いられている。 
こうした現状を受け、「ブ」国は、アフリカ諸国に先駆け 2002 年に「貧困削減戦略文書」

（PRSP, 2004 年改訂）を策定し、その中で「貧困層への基本的社会サービスのアクセスの確

保」を最重要課題と位置づけ、安全な飲料水のアクセスの改善による貧困層への改善を掲げ

ている。更に 2006 年 12 月に、｢給水・衛生分野の国家計画 2015｣（Programme National 
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement à l’horizon 2015) （以下、「PN-AEPA 
2015」）を策定し、ミレニアム開発目標の達成のため、2015 年までに村落部の給水率を 60%
（2005 年）から 80%に向上させるという計画目標を掲げている。この目標を達成するため

には、10,745 基の人力ポンプ付給水施設と 519 箇所の簡易給水施設の新規建設が必要である

と試算されている。 
本計画は、上位計画である PRSP および PN-AEPA 2015 に掲げる地方給水率の向上に寄与

するものであり、中央プラトーおよび南部中央の２地方において安全な水の持続的な供給を

通して、住民の経済活動、教育、健康といった様々な面での改善が期待されることから、協

力の必要性、妥当性は高い。 
 

3. プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標 （裨益対象の範囲及び規模） 
中央プラトー地方 3 県（ガンズルグ県、クルウェオゴ県、ウブリテンガ県）および南部中

央地方 3 県（バゼガ県、ナウリ県、ズンドウェオゴ県）の対象地域において、安全で安定し

た飲料水が供給される。 
本プロジェクトの裨益対象として以下が想定される。 

 直接裨益人口：中央プラトーおよび南部中央地方における住民約 90,000 人（2012 年） 
(2) プロジェクト全体計画の成果 

① 対象サイトに給水施設が整備される。 
② 建設された給水施設の運営維持管理体制が整備される。 
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(3) プロジェクト全体計画の主要活動 
① 対象サイトにおいて人力ポンプ付深井戸給水施設 300 ヶ所を建設する。 
② 参加型運営・維持管理体制の構築、関係者の能力向上プログラムを実施する。 

 

(4) 投入（インプット） 
 ① 日本側（本案件） 

無償資金協力 15.44 億円 
 ② ブルキナファソ国側 

ア）実施機関要員、農業・水利・水産資源省地方局および同県支局要員の配置 
イ）プロジェクト管理のための車両・機材 
ウ）施設・機材の運営・維持管理に係る経費の確保 

(5) 実施体制 
実施機関： 農業・水利・水産資源省 水資源総局 
主管官庁： 農業・水利・水産資源省 

 

4. 無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 
人力ポンプ付深井戸給水施設建設：ブルキナファソ国中央プラトー地方 3 県（ガンズル

グ県、クルウェオゴ県、ウブリテンガ県）および南部中央地方 3 県（バゼガ県、ナウリ県、

ズンドウェオゴ県）における 300 サイト 
(2) 概要 

上記の地域において、人力ポンプ付深井戸給水施設 300 ヶ所を建設 
給水施設建設対象サイトの裨益住民を対象に給水施設の運営維持管理体制の整備に係る

技術支援 
(3) 相手国側負担事項 

施設建設用地の確保、アクセス道路の整備 
(4) 概算事業費 

概算事業費 15.94 億円  
（無償資金協力 15.44 億円、ブルキナファソ国側負担 50.15 百万円） 

(5) 工期（A 型国債案件） 
詳細設計・ソフトコンポーネント・入札を含め約 30 ヶ月（予定） 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 
水場委員会の形成において、積極的に女性参画を促進する。 

 

5. 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標達成に関するもの） 

ターゲットグループを取り巻く社会・経済条件が急激に悪化しない。 
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6. 過去の類似案件からの教訓の活用 

なし。 
 

7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 
 

指標 
実施前 

（2007 年） 
事業終了時 

（2012 年）（※2） 

対象 2 地方の地方 
給水人口（※1） 

782,206 人 872,206 人 

（※1）安全で安定的な水を得ることができる人口（PN-AEPA2015 のデータに基づく） 
（※2）対象２地方の人口増加率は、PN-AEPA2015 の記載に基づき、中央プラトー地方

2.30％/年、南部中央地方 1.60％/年として試算する。 
 

(2) その他の成果指標 
なし 

(3) 評価のタイミング 
2012 年（全施設完成時） 

 

A-76



資料６ ソフト・コンポーネント計画書 
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ブルキナファソ国中央プラトー・南部中央地方飲料水供給計画 

ソフト・コンポーネント計画書 

 
 
1．ソフト・コンポーネントを計画する背景 
 
 ブルキナファソ国（以下、「ブ」国）では、従来から地方給水セクターにおいて受益者主

体の運営・維持管理体制を基本としており、村落住民が水場管理委員会（Comité de Point d’eau、
以下 CPE）を組織し、住民が主体となって運営維持管理を行ってきている。しかし、本無

償資金協力の対象地域の給水施設の維持管理状況として、現状では下記のような問題が見

受けられる。 
 
 （1）井戸ごとに管理状態が異なり、また CPE の多くが形骸化している。 
 （2）日常の維持管理がなされていない。 
 （3）維持管理に必要な最低の水料金が徴収できていないため、故障時の対応がなされて

いない。 
 （4）現状の管理システムに対する問題認識が不足している。 
 （5）改革プログラムでは、コミューンが給水施設の維持管理主体となる方針をとってい

るが、コミューンに給水施設維持管理に係る能力が質的・量的に欠けている。 
 
 これらの問題の原因として、CPEを形成する際に住民の主体的参画が不十分であったり、

CPE メンバーをはじめとする維持管理体制の関係者に対して必要な情報の提供やトレーニ

ングの不足があげられる。これらの問題を克服するためには、CPE の組織形成の際に、同

組織を中心として運営・維持管理を行っていくことの動機付けや組織形成を強化するため

の技術支援が必要である。具体的には、コミュニティ内での合意形成、CPE の設立と組織

運営、維持管理費の設定と積立て、会計管理、給水施設の保全と日常のメンテナンス、故

障時の対応等の活動について CPE が知識・技術を習得することが不可欠である。 
 これら給水施設建設に伴う運営・維持管理体制づくりの重要性については、実施機関は

もとより地方行政においても認識されているが、財政面での制約から、運営・維持管理体

制づくりの初期段階についてはドナー側の支援で実施することが期待されており、本計画

においても我が国協力事業の範囲として、工事工程と適切な調整の上で実施されることが

期待されている。 
 このような状況を鑑み、本計画の目標である安全で安定した飲料水供給を実現しその効

果の早期発現を促す初期条件を整備するため、CPE メンバーおよび関係する人材の能力強

化に係る技術支援をソフト・コンポーネントとして実施することが適切であると判断する。

具体的な活動の項目は以下の通りである。 
 

○ コミューンに対する維持管理体制と役割の周知徹底、改革システムの周知 
○ 各種マニュアル、視聴覚教材の作成 
○ 各村落に対する維持管理体制と役割の周知徹底、CPE の組織化 
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○ CPE の衛生担当、会計担当に対するトレーニング 
○ 修理工(Artisan Réparateur, 以下 AR)に対するトレーニング 
○ 運営状況のモニタリング 

 
1-1 地方給水セクターの運営・維持管理体制の在り方 
 
 「ブ」国では、2006年に策定された、2015年を目標年次とする国家給水衛生計画（Programme 
National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement à l’horizon 2015、以下

PN-AEPA2015）が給水計画の基本となっている。この中で、維持管理体制については近年

進められている地方分権化に伴い、コミューンを中心とした体制を敷くこととしている。

すなわち、給水施設の所有権は各コミューンに、日常の維持管理は村落ごとに新たに設置

される水利用者組合（Association des Usagers de l’eau、以下 AUE）に委任されることとなっ

た。調査対象地域においては、一つの村落に複数の井戸が設置されていることがほとんど

であるため、今後は井戸毎の管理から、複数の井戸を村落毎で維持・管理していくことが

PN-AEPA2015 における改革システムの実施方針である。 
 
 現在北部 5 地方において、この改革システムのパイロットプロジェクト(村落・準都市部

飲料水供給施設管理システム改革適用プログラム, Programme d’Application de la Réforme du 
Système de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable en milieu 
rural et semi-urbain,以下 PAR)がフランス開発庁（Agence Française de Développement, 以下

AFD）の協力によって実施中であり、「ブ」国政府は今後実施される給水案件のプロジェク

トに対して、この PAR に沿った維持・管理システムの構築を期待している。しかし、本対

象地域 2 地方 6 県では上記改革システムのパイロットプロジェクトは実施されていない。 
 改革システムの導入前と導入後の給水施設の管理の在り方を下図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

カルティエ：村落の下位にある部落、行政上は位置付けられていない。 

図 改革システム導入前の維持管理体制概念図 
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図 改革システム導入後の維持管理体制概念図 
 

 図からも明らかなように、給水施設の所有権はコミューンに移り、これまで施設毎に実

施されていた維持管理は村落で統一された組織により管理される。このことによる大きな

変革は、以前は施設毎に設定されていた料金徴収体制が、村落で統一して設定されること

である。加えて、給水施設の修理は、コミューンが選定し契約を締結する AR により一括し

て実施されることとなる。これにより、専門的な教育を受け、かつ選定された AR が継続し

て特定の施設の管理に従事することで、利用者はその都度 AR を探す手間が省けるだけでな

く、高度な修理サービスを享受することができる。一方、AR は、新システムにより一定の

収入を保証され、複数の井戸を継続的に管理することで安定した収入源を確保でき、副業

的ではなく本業として生計をたてることができる。このことにより、収入源の少なさが原

因で同職に就きたがる若者が減少している問題に歯止めをかけることも期待されている。 
 
 
1-2 対象地域における運営・維持管理体制の課題 
 
 現地調査を行うことで、判明した現在における給水施設の運営・維持管理体制の課題と

しては、以下のものが挙げられる。 
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（1）井戸ごとに管理状態が異なり、またその CPE の多くが形骸化している。 

 「ブ」国では、給水施設は法的には国が所有権を有しているが、実質的な管理は各給水

施設の利用者で組織化された CPE に委任されている。CPE は料金システムを独自に決定す

るとともに、修理・修繕が必要な場合も対応し、AR に必要な修理を依頼している。このよ

うに各 CPE の裁量に任されていることから、CPE の能力によって管理状況が異なり、一般

的に地方部に行くほど CPE は形骸化の傾向にある。 

料金徴収については、多くの CPE において、従量制や定額制といった定期的な料金徴収

が規約に定められてはいるものの、実際には定期的な料金徴収が行われず、ポンプ故障時

のみに料金を収集している。このため、CPE の口座には常時資金がない場合が多い。また、

同一村落内で管理状態や料金制度の異なる井戸が存在しているため、利用者の間に不公平

感が生じている。 

同一村落内において料金や管理状態が異なる井戸が存在することを是正するためには、

本質的には村落内のすべての井戸の管理委員会を包括して、村落全体で管理する体制を構

築していく必要があり、これが改革システムの大きな特徴である。このため、新規建設給

水施設において上記の問題が生じないためにも、改革システムを適用させる必要がある。

しかしながら、このような既存給水施設をも含めた大規模なコンポーネントを実施するこ

とは、無償資金協力事業のソフト・コンポーネントとしての趣旨にはそぐわない。このた

め、本無償資金協力事業においては、建設された給水施設の管理が形骸化しないように、

初期段階から、村落集会等の議論を通じて、村民のオーナーシップ精神を醸成するように

努め、その上で管理組織を組織させる。 
 
（2）日常の維持管理がなされていない。 

 社会・経済調査の結果では、「度重なるポンプの故障」が住民の給水施設に対する不満の

第一位として挙がっていた。これは、定期的なメンテナンスを欠いた使用による施設の磨

耗と、定期的な料金徴収制度の欠如から来る不十分な修理の実施から起こる問題である。

このため、CPE の修繕担当に必要なトレーニングを実施し、日常のメンテナンスを徹底す

る必要がある。 

また、AR の組織化が行われておらず、ポンプの故障のたびに周辺の村落から AR を探し

ている場合も多いため、AR は特定の井戸を熟知して修理を行うことが出来ない。その結果、

住民からの AR に対する不信感を募ることになる。このため、組織的に井戸毎に AR を指名

していく必要がある。 

 本無償資金協力事業のソフト・コンポーネントにおいては、新しい改革システムがコミ

ューン中心に展開されることを考慮に入れて、1 コミューンにつき 1 名の AR を指名し、当

該者が責任をもって新規に建設された施設の維持管理に当たることとする。また、各 AR に

対しポンプ業者により約１週間のトレーニングを実施することとする。 
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（3）現状の管理システムに対する問題認識が不足している。 

 上記のように、人力ポンプ付深井戸給水施設においては、日常のメンテナンスや料金徴

収などが行われず、事実上形骸化している CPE が多い。しかしながら、その施設の多くは

稼働している。これは、施設の故障時には周辺村落等から呼ばれた AR が、一部の住民より

徴収された費用を使って一時的な修理を行っている場合が多いからである。 

従って、裨益住民にとって、「頻繁なポンプの故障」という不満はあるものの、基本的に既

存の維持管理システムに満足しており、体制の変化の必要性をあまり感じていない。この

ため、ソフト・コンポーネントでは、住民に現状のシステムの問題点について充分説明し、

今後の改革の必要性について理解を深める方針とする。 

 

（4）コミューンに維持管理にかかる能力が質的・量的に欠ける。 

 2006 年の地方自治法の施行から 2 年を経ているが、コミューンの組織・財政体制がいま

だ整っておらず、給水の分野に限らず、基本的な職務を遂行する能力に欠けている。 

 特に給水分野については、コミューンが施設の所有権を譲与され、また AR の選定・契約

締結等の業務の遂行といった重要な役割が期待されている。しかしながら、現在のところ

コミューンにはそのための必要な知識を備えた職員がいないなど、体制が十分でない。さ

らには、コミューン長などの幹部職員には、改革の必要性やその内容について知識のない

者や、知識があってもその対処方法を知らない者も多い。このため、ソフト・コンポーネ

ントでは、コミューン長を対象に、改革の内容等について意識啓発を実施し、給水に係る

専門の職員の配置についても提言する。 
 
1-3 「ブ」国側が目指すべき事業の目標としての施設の運営・維持管理の在り方 
 
（1）基本概念 

 先述の通り、「ブ」国の給水施設の管理は、順次コミューンを中心とした新体制に移行し

ていくこととなり、本対象地域も例外ではない。このため、実施機関である DGRE は本無

償事業においてもソフト・コンポーネントを通じ、新体制を構築していくことを期待して

いる。しかし一方で、新体制までの構築は、本来の無償資金協力事業で実施されるソフト・

コンポーネント活動の趣旨から逸脱していると考えられる。このため、本無償事業の人力

ポンプ付深井戸給水施設の維持管理は従来通り、井戸ごとに CPE を組織させ、地域住民に

よって管理運営していくことを基本とする。ただし、平行して実施される本邦技術協力プ

ロジェクト（中央プラトー地方）、AfDB のプロジェクト（南部中央地方）と十分に連携を

図りながら、本ソフト・コンポーネントにおいても新システムへの移行が円滑に実施でき

るような支援を行う。 
 
（2）運営・維持管理組織 

 本事業で建設される人力ポンプ付給水施設は、施設の立地するカルティエの住民から選

定された CPE によって運営される。この CPE は基本的に代表・副代表・書記担当・会計担
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当・修繕担当・集金担当より構成される。なお、CPE の自主性や地域の慣習等に応じて、

それぞれの副担当や別役を立てる場合も考慮する。また、将来的に対象地域で改革プログ

ラムによる新体制が敷かれ全村落でCPEに替わる組織としてAUEが設立されることを想定

し、将来的な AUE との連携がとられるよう、十分に説明・協議し理解を得ることとする。 

 
（3）修理工（AR） 
 対象村落が含まれるコミューン内に居住する AR を各コミューン 1 名選定し、この AR が

基本的に当該井戸の故障等に当たって修理を担当することとする。人力ポンプ付深井戸給

水施設のソフト・コンポーネント活動においては改革システムを踏襲しないものの、この

システムの構築により、新体制の一環である AR の組織化を実施しようとするものである。 
 
（4）料金徴収および徴収体制 

 基本的に料金徴収方法及び料金については、本調査により試算された維持管理費を基準

に各 CPE が決定するものとする。料金徴収方法については、DGRE は新体制に移行するに

あたって一律従量制による料金体系を推奨しているが、改革プログラムのパイロットの結

果から、都市化が進んだ一部の大村落を除き、地方の小規模村落では従量制はなじまない

ことが実証されている。本プロジェクトでは、従量制についても、コミューンと村落に新

体制を説明し意向を確認するが、以下の理由から、ほとんどの既存施設において採用され

ているように、当該井戸の給水エリア内（カルティエ）に居住している世帯ごとに徴収す

る定額制（月額、四半期毎など）を基本的に推奨することとする。 

 

1） ほとんどの住民が農業を主収入源としており、年間を通じて常に現金を所有していると

は限らないこと。 

2） 人力ポンプ付深井戸施設にはメーターがないことから、従量制を採用すると、集金人の

不正を生む可能性があること（本対象地域外の人力ポンプ付深井戸設置村落ではこのよ

うな事例により却って住民の不信感を生んでいる事例が聞き取りにより判明した）等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 本無償実施後の人力ポンプ付深井戸の維持管理体制 

建設された深井戸の立地するカルティエの住民（利用者） 

CPE 
（代表・副代表・書記・会計・修繕・集金） 

AR 人力ポンプ

付深井戸 

給水施設 

コミューン 

サービスの委任 

指名 

修理の依頼、支払 

日常の 

維持管理 

修理 

選任・支払 

利用 
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2．ソフト・コンポーネントの目標 
 

「プロジェクト対象地域住民に安全､かつ安定した飲料水が確保される」という本計

画の目標を達成し、効果の持続性を確実にするため、下記を目標に掲げる。 
 

建設された給水施設を地域住民が自立的・持続的に運営・維持管理できるようになるた

めの体制が整えられる。 

 
 
3．ソフト・コンポーネントの成果 

 
ソフト・コンポーネントを実施した場合に実現される直接的効果（成果）は以下の通り

である。 
 

（1）井戸毎に管理組織としての CPE が設置され、持続的・自立的な維持管理がなされる。 
 

 背景の項でも掲げたように、多くの既存給水施設には CPE が設置されているものの、実

態的には料金徴収も定期的に行われず積立金も消滅している等、CPE の活動が形骸化して

いる点が課題としてあげられる。このため、ソフト・コンポーネントにおいては、給水施

設の恒常的な利用のためには、定期的な料金徴収と日常的な維持管理が必要であることを

説明し、住民の理解を得る。その上で、住民によって自発的に CPE が組織され、料金徴収

体制・維持管理体制が整うことを目指す。具体的には、下記の成果を得る。 

・ 給水施設建設対象カルティエの住民から CPE が組織される。 

・ 維持管理や料金体系を含む CPE 内部条項が住民の合意の下、形成される。 

・ 初期回転費用が積み立てられる。 

・ 料金負担について裨益者が理解した上で、整えられた料金徴収体制の下、水料金が

支払われる。 

・ CPE の修繕担当により日常的な維持管理がなされる。 
 

（2）井戸毎にコミューンより指名された AR による継続的なメンテナンスが行われる。 
 

現状では、故障の度に AR が依頼される状況にあり、AR と各井戸とは有機的に連携され

ていない。このため、ソフト・コンポーネントでは、コミューン毎に担当の AR を指名し、

今後は AR 毎に特定の人力ポンプ付深井戸給水施設を継続的に修理するような体制を敷く

ことを目指す。具体的には、下記の成果を得る。 

・ コミューンより担当する AR が指名される。 

・ 当該者がポンプメーカーより訓練を受け、納入ポンプの修理が可能になるとともに、

必要なスペアパーツの入手経路について熟知する。 
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・ AR と CPE が有機的に連携し、継続的なメンテナンスが可能となる。 
 

（3）その他の成果 
 
1）安全で衛生的な給水施設の利用及び衛生知識が普及する。 
 

 社会経済調査の結果から、住民は衛生習慣に対する基本的な教育を受けてはいるものの、

水因性疾患の罹患率が高い村が多いことから、水と罹患疾病に対する関連性が住民の間で

明確に把握されていない可能性が高い。このため、ソフト・コンポーネントにおいては、

CPE の代表者に対して衛生教育を実施することをもって成果とし、その後の衛生知識の普

及が、代表者を通じて実施されることを期待する。具体的には、以下の成果を得る。 

・ 手洗いの励行等、基本的な衛生習慣が地域住民に根付く。 

・ 水の保管等、水利用に関する基本的な知識が習得される。 

・ 給水施設の周辺では排泄しない等、安全で衛生的な施設の利用に係る知識が普及する。 
 
2）改革システムについての理解が促進する。 
 

 先述のとおり、「ブ」国においては、今後改革システムに則って給水施設の維持管理シス

テムが展開される。本無償資金協力事業のスキームでは、特に人力ポンプ付深井戸給水施

設の建設村落において、本格的に新体制を構築するようなソフト・コンポーネント活動は

実施しない。しかし、将来的に改革システムにスムーズに移行できるように、本活動では、

改革システムにおいて中心的な役割を担うことが期待されているコミューン及び対象村落

の有力者に対して、ワークショップの開催により改革システムの理解が促進することを成

果とする。具体的には、下記項目に対する理解の促進を成果とする。 

・ 地方分権化による権限の委譲 

・ 改革システムの必要性、原則 

・ コミューン、村落民の役割・住民負担事項 

・ AUE とその役割 

・ 維持管理会社・AR の役割・契約制度 
 

 
4．成果達成度の確認方法 
 
 成果の達成度を以下の方法により確認する。 

 
（1）井戸毎に管理組織としての CPE が設置され、持続的・自立的な維持管理がなされる。 
 ・CPE メンバーリスト 
 ・CPE の規約書 
 ・CPE 設立に係るワークショップ議事録 
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 ・CPE 修繕担当トレーニング記録 
 ・CPE 会計担当トレーニング記録 
 ・CPE の会計簿（初期回転費用、料金徴収記録） 

 
（2）井戸毎にコミューンより指名された AR による継続的なメンテナンスが行われる。 
 ・AR 名簿  
 ・AR ワークショップ記録 
 ・メンテナンス記録 

 
（3）その他の成果 
 
1）安全で衛生的な給水施設の利用及び衛生知識が普及する。 
 ・衛生教育トレーニング記録 
 ・モニタリング報告書 
 
2）改革プログラムについての理解が促進する。 
 ・コミューンにおける改革プログラムワークショップ報告書 
 
 
5．ソフト・コンポーネントの活動（投入計画） 
 
5-1 ソフト・コンポーネントを実施するにあたっての留意事項 
 
 「ブ」国の給水施設の維持管理体制においては、地方分権化に則った新たな改革システ

ムを適用することとしている。その中核にあるのはコミューンであり、コミューンは、す

べての給水施設について掌握し、その維持管理にあたる AR や運営・維持管理会社と契約す

ることとなっている。一方、裨益住民においては、これまでの井戸毎の管理体制を一新し、

村落全体で組織された AUE が給水施設の管理を統一的に実施することとしている。このた

め、これまで各給水施設に設置されていた CPE は解体されないものの、事実上料金徴収の

ための組織となり、徴収された料金は AUE によって一括管理されることになった。このよ

うに、新体制はこれまでの給水施設維持管理システムを根本的に変革していくことが期待

されている。 
 
 基本的に、新規に建設される給水施設については、新システムに則って維持管理体制を

構築することが期待されている。しかし、本邦の無償資金協力事業のスキームを勘案すれ

ば、既存の人力ポンプ付深井戸給水施設を含めた包括的な維持管理体制の構築の実施は、

無償資金協力のソフト・コンポーネント活動の趣旨を逸脱する。このため、本プロジェク

トの人力ポンプ付深井戸給水施設に対するソフト・コンポーネント活動は、新規建設施設

のみを対象として、この施設が最低限維持管理される体制を構築することを目標にする。

その活動の中で、旧来の井戸毎に設置されている CPE の組織化及びそのトレーニングを重
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視することとする。ただし、今後改革システムにスムーズに移行できるように、本ソフト・

コンポーネントプログラムにおいて、コミューン担当者に対しては改革システムについて

セミナーを実施する。 
 
 ソフト・コンポーネントの実施対象サイト数については、施設建設の条件として維持管

理のための CPE の設立が重要であることから、予備サイトも含めて CPE の設置までのモジ

ュールを実施することとする。結果的にソフト・コンポーネント活動を一部実施したもの

の、人力ポンプ付深井戸給水施設が建設されない村落も発生する。しかし、このような村

落においても、将来他ドナーにより給水施設が検される際に CPE が活用される為、本計画

における実施は無駄とはならない。 
本無償事業と並行して村落給水システムの維持管理体制整備に係る技術協力プロジェクト

が中央プラトー地方を中心に展開される予定であるため、同プロジェクトとの十分な連携

を考慮して実施する。一方、南部中央地方においてはアフリカ開発銀行（BAD）による簡

易給水施設の建設と関連した、改革プログラムが計画されている。このため、同プロジェ

クトの計画との連携を意識しつつ、本計画においては、特に住民の意識啓発と CPE 組織化

を中心に実施することとする。 
 
 以上を踏まえて、本無償資金協力事業におけるソフト・コンポーネントプログラムの詳

細モジュールを下表のとおり実施することとする。 
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ソフト・コンポーネントプログラム総括表 

投入（人・日） 
主なモジュール内容 実施時期 総括責任

者 
アニメーター 

(ファシリテーター)

1  

コミューンでのプロジェクト開始説明とワークショップ準備 
・コミューンの主要メンバーに対してプロジェクトの概要を説

明し、対象村落主要メンバーとのワークショップ日程連絡等

を準備する。 

工事前 19 19 

2  

マニュアル作成 
・ソフト・コンポーネントプログラムを円滑に実行するための

用の各種マニュアル類及び住民向けの説明用視覚教材を作成

する。 

工事前 14 28 
(14 日×2 名) 

3  

コミューンにおけるワークショップ 
・改革プログラムの概要についてコミューンおよび村落の担当

者等に対し、講義形式で説明するとともに、出席者が地域内

の給水事情、維持管理、水料金に係る現状と課題について討

議する。 
・コミューンおよび村落関係者と協議し、修理工（AR）の選出

と契約形態について説明・協議する。 

工事前 6 76 
(38 ｺﾐｭｰﾝ×2 名) 

4  
住民の意識啓発 
・村落集会を開催し、本プロジェクトの概要を説明し、初期積

立金（20 万 FCFA）について意識啓発を図る。 
工事前 6 720 

(360 ｻｲﾄ×2 名) 

5  
CPE の設立と規約の締結 
・掘さく対象となったカルチエ住民から CPE メンバーを選出し、

規約を作成するとともに、水料金と徴収方法を設定する。 
工事前 12 720 

(360 ｻｲﾄ×2 日) 

6  

衛生教育 
・建設対象の CPE 衛生担当をコミューン単位で集め、建設され

た井戸が安全で衛生的に利用されるように講義形式で安全な

飲料水と保健・衛生教育を実施する。 

工事中 6 76 
(38 ｺﾐｭｰﾝ×2 名) 

7  
会計トレーニング 
・建設対象の CPE 会計担当をコミューン単位で集め、会計トレ

ーニングを実施する。 
工事中 6 76 

(38 ｺﾐｭｰﾝ×2 名) 

8  

AR に対するトレーニング 
・選出された地域の AR に対して、ポンプメーカーにより維持

管理にかかるトレーニングを実施するとともに修理工具セッ

トを引き渡す。（AR とコミューンの間で契約を締結する。）

工事中 0 14 
(7 日/回×2 地方)

9  

施設の維持管理にかかる技術指導 
・ポンプ据え付け時に、修理工（AR）および CPE の修繕担当他

関係者に対して、設置状況を示しながら、井戸の日常の維持

管理に関する説明を行う。 

ポンプ

据付時
6 300 

(300 ｻｲﾄ×1 名) 

10  CPE への運営モニタリング／フォローアップ 
・施設の運営状況についてモニタリングを実施する。 稼動後 38 600 

(300 ｻｲﾄ×2 回) 

 合計  113 2,629 
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現状の問題点と本計画における対応 

問題点 
ソフト・コンポーネント活動に

おける対応 
期待される成果 

1.井戸ごとの管理状

態が異なり、また

CPE が形骸化して

いる。 
 

モジュール 3：コミューンにお

けるワークショップ 
モジュール 4：住民の意識啓発

モジュール 5．CPE の設立と規

約の締結 

・村落住民集会を開催することによって、

全体の施設毎の管理状況が住民合意の

下で明白となり、参加者の認識が共有さ

れることが可能となる。 
・CPE 組織化の際に、現状の問題点を説明

し、加えて各メンバーの役割を十分に認

識するように指導することによって、

CPE の形骸化が予防される。 
2.日常の維持管理が

なされていない。 
 

モジュール 4：住民の意識啓発

モジュール 8：AR に対するトレ

ーニング 
モジュール 9：施設の維持管理

にかかる技術指導 
 

・住民に対して、給水施設の長期的な利用

には、定期的なメンテナンスが必要であ

ることを説明し、理解を得る。 
・人力ポンプ取り付けの際に、納入業者か

ら、CPE の修繕担当者に対して OJT が

実施され、必要なメンテナンスに関する

知識を得る。 
・ポンプ納入業者による AR に対するトレ

ーニングにより定期的な維持管理巡回

を含む AR の業務が徹底される。 
3.維持管理に必要な

最低の水料金が徴

収できていないた

め、故障時の対応

がなされていな

い。 

モジュール 4：住民の意識啓発

モジュール 5：CPE 設立と規約

の締結 
モジュール 7：会計トレーニン

グ 
 

・住民に水料金徴収の必要性について理解

が促され、徴収と積み立ておよび活用の

方法について、利用規約を合議により定

めるとともに、会計担当者へのトレーニ

ングにより、料金徴収体制が整備され

る。 
4.現状の管理システ

ムに対する問題認

識が不足してい

る。 

モジュール 4：住民の意識啓発

モジュール 5：CPE の設立と規

約の締結 

・住民に安定した飲料水の確保と給水施設

の持続的な維持管理システムの現状・問

題を十分に説明し、認識してもらう。こ

れにより、維持管理のための組織と水料

金の支払いが必要なことが理解され、住

民の主体的な活動がスムーズに実施さ

れる。 
5.コミューンに維持

管理にかかる能力

が欠ける。 

モジュール 3：コミューンにお

けるワークショップ 
 

・コミューン長等を対象にした改革の内容

等についてワークショップ形式により

議論・討論することにより、能力の促進

を図る。これにより、将来的な改革プロ

グラムの導入にスムーズに移行するこ

とが可能となる。 
 
各モジュールの詳細な説明は次頁表の通りである。 
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ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
活
動
計
画
（
投
入
計
画
）

 
 

活
動
内
容

 
活

動
ﾀ
ｰ
ｹﾞ
ｯ
ﾄ

 
活

動
場

所
 

活
動

日
数

 
（

ﾛ
ｰｶ

ﾙ
ｺﾝ

ｻ
ﾙﾀ

ﾝ
ﾄ

人
・

日
数

）
 

実
施
時
期

 
実

施
ﾘ
ｿ
ｰｽ

 
成

果
物

 
必

要
機
材

 

1.
 

コ
ミ

ュ
ー

ン
で
の
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
説
明

と
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ

プ
準

備
 

・
コ

ミ
ュ

ー
ン
長
に

対
し
て
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
概
要
を

説
明

し
、
対

象

村
落

主
要

メ
ン
バ
ー

と
の
ワ

ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
日

程
等
を
準

備
す

る
。

 
�
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
概
要

説
明

 
�
井

戸
設

置
対

象
村

落
へ
の

説
明

 
�
住

民
の

負
担

事
項

に
対
す

る
説
明

 
 

• 
ｺ
ﾐ
ｭ
ｰﾝ
長

 
• 
副

ｺ
ﾐｭ

ｰ
ﾝ長

 
• 
ｺ
ﾐ
ｭ
ｰ
ﾝ
に

お
け

る
環

境
・

水
担

当
委

員
 

ｺ
ﾐ
ｭ
ｰ
ﾝ
庁

所
在

地
 

（
計

38
箇

所
）

0.
 5

日
／

ｺﾐ
ｭ
ｰﾝ

 
 

S:
 

19
日

 
A

: 
19

日
 

 

施
設
建
設

前
 

・
邦

人
ｺ
ﾝｻ

ﾙ
ﾀﾝ

ﾄ

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

議
事
録

 
- 

2．
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
作
成

 
ソ

フ
ト
・
コ

ン
ポ
ー

ネ
ン
ト

プ
ロ
グ
ラ

ム
を
円

滑
に
実
行

す
る

た
め

の
用

の
各

種
マ

ニ
ュ

ア
ル

類
お

よ
び

住
民

向
け

説
明

用
の

視
覚

教
材

等
の

必

要
教

材
を

作
成
す
る

。
 

①
邦

人
コ

ン
サ
ル
タ

ン
ト
よ

り
ソ
フ
ト
・
コ
ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム

の
方

針
の

説
明
、
マ

ニ
ュ
ア

ル
類
の
作

成
方
針

の
打
ち

合
わ

せ
。
（

1
日

）

②
コ

ミ
ュ

ー
ン

と
村

落
に

対
す

る
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

用
説

明
マ

ニ
ュ

ア

ル
の

作
成

（
3
日
）

 
 

・
改

革
プ
ロ
グ
ラ

ム
 

 
・

住
民

、
コ
ミ
ュ

ー
ン
の

負
担
事
項

 
 

・
C

PE
（

構
成
・

選
出
方

法
等
）
と

そ
の
役

割
 

 
・

修
理

工
の
役
割

 
③

住
民

の
意

識
啓
発

用
マ
ニ

ュ
ア
ル
の

作
成
（

2
日
×

2
名

）
 

 
・

井
戸

の
維
持
管

理
体
制

に
か
か
る

マ
ニ
ュ

ア
ル

 
 

・
衛

生
管

理
に
か

か
る
マ

ニ
ュ
ア
ル

 
④

住
民

説
明

用
視
覚

教
材
等

の
教
材
作

成
（

3
日

）
 

 
・

井
戸

の
維
持
管

理
体
制

に
か
か
る

教
材

 
 

・
衛

生
管

理
に
か

か
る
教

材
 

⑤
内

部
規

約
書
（
案

）
の
作

成
(1

日
) 

⑥
修

理
工

と
の
契
約

書
（
案

）
の
作
成

（
1
日
）

 
⑦

に
対

す
る
研
修
会

の
実
施

（
1
日
）

 
⑧

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
用

の
成
果

指
標
の
実

施
機
関

と
の
打
ち

合
わ

せ
（

1
日

）

 

 
 

14
日

 
 

S:
 

14
日

 
A

: 
28

日
 

（
14

日
×

2
名
）

 

施
設
建
設

前
 

・
邦

人
ｺ
ﾝｻ

ﾙ
ﾀﾝ

ﾄ

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
ｺ
ﾐ
ｭｰ

ﾝ説
明

用
ﾏﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ

・
住

民
用

ﾏ
ﾆｭ
ｱ
ﾙ

 
・

住
民
説

明
用
教
材

 
  

 衛
生

教
育

 
  

 会
計

ﾄ
ﾚ
ｰﾆ

ﾝ
ｸﾞ

 
  

 維
持

管
理

指
導

 
・

内
部
規

約
書
（
案

）

・
修

理
工

の
契

約
書

（
案
）

 

- 
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活

動
内
容

 
活

動
ﾀ
ｰ
ｹﾞ
ｯ
ﾄ

 
活

動
場

所
 

活
動

日
数

 
（

ﾛ
ｰｶ

ﾙ
ｺﾝ

ｻ
ﾙﾀ

ﾝ
ﾄ

人
・

日
数

）
 

実
施
時
期

 
実

施
ﾘ
ｿ
ｰｽ

 
成

果
物

 
必

要
機
材

 

3.
 

コ
ミ

ュ
ー

ン
に
お
け

る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ

プ
 

改
革

プ
ロ

グ
ラ
ム
の

概
要
に

つ
い
て
コ

ミ
ュ
ー

ン
の
担

当
者

等
に

対
し

、

講
義

形
式

で
説
明
す

る
と
と

も
に
、
出

席
者
が

参
加
型
形

式
に

よ
り

、
地

域
内

の
給

水
事

情
に

か
か

る
現

状
と

課
題

に
つ

い
て

討
議

す
る

場
を

設

け
る

 
①

地
方

分
権
化
に
よ

る
権
限

の
委
譲
の

説
明

 
②

改
革

プ
ロ
グ
ラ
ム

の
必
要

性
、
原
則

 
③

コ
ミ

ュ
ー

ン
、
村

落
の
役

割
、
住
民

負
担
事

項
 

④
C

PE
と

A
U

E
の

役
割
に
つ

い
て

 
⑤

修
理

工
の
役
割
、

選
出
、

契
約
に
つ

い
て

 
⑥

本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
概
要

に
つ
い
て

 
⑦

新
規

掘
削

対
象
村

落
に
つ

い
て

 
 

• 
コ

ミ
ュ

ー
ン

長
 

• 
コ

ミ
ュ

ー
ン

 
給

水
関

係
者

 
• 
対

象
村

落
代

表
2
名

• 
M

A
H

R
H

地
方

局
長

及
び

給
水

担
当

職
員

• 
M

A
H

R
H

県
支

局
長

及
び

給
水

担
当

 
• 
県

知
事

 
• 
地

方
長

官
 

 

ｺ
ﾐ
ｭ
ｰ
ﾝ
庁

所
在

地
 

（
計

38
箇

所
）

1
日

／
ｺ
ﾐ
ｭｰ
ﾝ

 
 

S:
 

6
日

 
A

: 
76

日
 

（
38

日
×

2
名
）

施
設
建
設

前
 

・
邦

人
ｺ
ﾝｻ

ﾙ
ﾀﾝ

ﾄ

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
ﾜ
ｰｸ
ｼ
ｮｯ
ﾌ
ﾟ報

告
書

 
・

参
加
者

リ
ス
ト

 
・

ﾜ
ｰｸ
ｼ
ｮｯ
ﾌ
ﾟ議

事
録

 

・
説

明
会

用
AV

機
材

 
・

説
明
用

教
材

 
・

参
加

者
交

通

費
･昼

食
 

 

4.
 

住
民

の
意

識
啓
発

 
住

民
集

会
に

て
以
下

の
項
目

を
説
明
し
、
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

の
目

的
・
内

容
、

実
施

計
画

、
住
民
の

責
任
事

項
に
つ
い

て
の
理

解
を
促
進

し
、
合

意
形

成

を
は

か
る

。
 

①
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の

概
要

 
②

安
全

な
水
の
利
用

と
水
因

性
疾
患
予

防
の
関

係
 

③
住

民
負

担
事
項

 
④

村
落

住
民

へ
の
維

持
管
理

体
制
・
維

持
管
理

費
 

⑤
住

民
の

希
望
す
る

施
設
建

設
カ
ル
テ

ィ
エ
の

確
定

 
⑥

工
事

の
条
件
（
不

成
功
井

の
場
合
の

対
応
）

 
 ベ

ー
ス

ラ
イ
ン
調
査

を
実
施

し
、
基
本

設
計
時

お
よ
び

事
業

化
調

査
時

に

得
た

社
会

経
済
情
報

の
更
新

と
現
状
把

握
を
行

う
。

 
 

• 
村

落
住

民
 

対
象

村
落

 
（

計
36

0
箇

所
）

(予
備

ｻｲ
ﾄ含

む
)

1
日

／
村

落
 

  
S:

 
6
日

 
A

: 
72

0
日

 
（

36
0
日

×
2
名
）

施
設
建
設

前
 

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
活
動
報

告
書

 
・

参
加
者

リ
ス
ト

 
・

議
事
録

 
・

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
ﾗｲ

ﾝ調
査

票
 

・
説
明
用

資
料

 
・

ベ
ー

ス
ラ

イ

ン
調
査
票

 

5.
 

C
PE

の
設

立
と
利
用

規
約
の

締
結

 
上

記
合

意
が
確
認
さ

れ
た
サ

イ
ト
に
お

い
て

C
PE

の
設
立

を
促

進
す

る
。

（
1
回

目
）

 
①

対
象

カ
ル
テ
ィ
エ

か
ら

C
PE

メ
ン
バ

ー
を
選

出
 

②
利

用
規

約
の
作
成

・
締
結

 

• 
建

設
対

象
候

補
ｶ
ﾙ
ﾃ
ｨ

ｴ
住

民
 

対
象

ｶ
ﾙ
ﾃｨ
ｴ

 
（

計
36

0
箇

所
）

（
予

備
サ

イ
ト

含
む
）

 

2
日

/村
落

 
 

S:
 

12
日

 
A

: 
72

0
日

 
（

36
0×

2
日

）
 

施
設
建
設

前
 

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
内
部
規

約
書

 
・

C
PE

設
立
議
事
録

 
・

説
明
用

教
材
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活

動
内
容

 
活

動
ﾀ
ｰ
ｹﾞ
ｯ
ﾄ

 
活

動
場

所
 

活
動

日
数

 
（

ﾛ
ｰｶ

ﾙ
ｺﾝ

ｻ
ﾙﾀ

ﾝ
ﾄ

人
・

日
数

）
 

実
施
時
期

 
実

施
ﾘ
ｿ
ｰｽ

 
成

果
物

 
必

要
機
材

 

③
水

料
金

の
設
定
と

徴
収
方

法
の
選
定

 
④

初
期

回
転

資
金

(2
00

,0
00

FC
FA

)の
積

立
 

 積
立

金
の

促
進
と
施

設
建
設

候
補
位
置

の
選
定

（
2
回

目
）

 
①

社
会

的
条
件
か
ら

住
民
の

希
望
す
る

施
設
建

設
位
置

を
確

認
 

②
積

立
条

件
達
成
の

確
認

 
③

物
理

探
査
班
に
候

補
地
点

の
ト
ラ
ン

ス
フ
ァ

ー
を
行
い

、
サ

イ
ト

側
と

物
理

探
査

班
の
間
の

調
整
を

行
う

 
 

6.
 

衛
生

教
育

 
施

設
が

安
全
で
衛
生

的
に
利

用
さ
れ
る

よ
う

、
C

PE
の

衛
生

担
当

を
対

象

に
コ

ミ
ュ

ー
ン

庁
所

在
地

に
て

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
形

式
に

て
衛

生
管

理

に
つ

い
て

の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ

を
実
施
す

る
。

 
①

安
全

な
水
の
利
用

と
水
因

性
疾
患
予

防
の
関

係
 

②
環

境
衛

生
の
保
全

・
向
上

（
施
設
の

清
掃
、

柵
囲
い

設
置

等
）

 
③

水
の

運
搬
・
保
管

容
器
等

の
衛
生
管

理
 

④
衛

生
習

慣
の
改
善

（
手
洗

い
等
）

 
⑤

上
記

事
項
に
つ
い

て
住
民
（

利
用
者
）
へ
の
普

及
・
指

導
の

た
め

の
技

術
 

 

• 
C

PE
メ

ン
バ
ー

 
（

衛
生

担
当

）
 

コ
ミ

ュ
ー

ン
庁

所
在
地

 
（

計
38

箇
所

）

１
日

/ｺ
ﾐ
ｭｰ
ﾝ

 
 

S:
 

6
日

 
A

: 
76

日
 

（
38

日
×

2
名
）

施
設
建
設

中
 

(ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
設

置

前
) 

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
ﾜ
ｰｸ
ｼ
ｮｯ
ﾌ
ﾟ報

告
書

 
・

議
事
録

 
・

参
加
者

リ
ス
ト

 

・
説

明
会

用
AV

機
材

 
・

説
明
用

教
材

 
・

参
加

者
交

通

費
・
日
当

 

7.
 

会
計

ト
レ

ー
ニ
ン
グ

 
C

PE
の

会
計

担
当

を
対

象
に

コ
ミ

ュ
ー

ン
庁

所
在

地
に

て
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

形
式

に
て
会
計

業
務
に

つ
い
て
の

ト
レ
ー

ニ
ン
グ

を
実

施
す

る
。

 
①

水
利

用
料
金
徴
収

方
法
と

管
理
（
口

座
開
設

と
管
理
）

 
②

会
計

帳
簿
の
記
録

と
収
支

管
理

 
③

C
PE

お
よ
び
住
民

へ
の
会

計
報
告
責

任
 

• 
C

PE
ﾒ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ

 
（

会
計

担
当

）
 

コ
ミ

ュ
ー

ン
庁

所
在
地

 
（

計
38

箇
所

）

1
日

／
ｺ
ﾐ
ｭｰ
ﾝ

 
 

S:
 

6
日

 
A

: 
76

日
 

（
38

日
×

2
名
）

施
設
建
設

中
 

（
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
設

置
前
）

 

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
ﾄ
ﾚｰ

ﾆ
ﾝｸ

ﾞ報
告

書
 

・
議
事
録

 
・

参
加
者

リ
ス
ト

 
 

・
説

明
会

用
AV

機
材

 
・

説
明
用

教
材

 
・

参
加
者

用
交

通
費
・
日

当
 

8.
 

A
R
に

対
す
る
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

 
A

R
に

対
し

ポ
ン
プ

メ
ー
カ

ー
よ
り
以

下
の
事

項
に
か
か

る
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
を

実
施

す
る
。

  
①

ポ
ン

プ
の
分
解
修

理
・
維

持
管
理
方

法
 

②
ス

ペ
ア

パ
ー
ツ
供

給
体
制

 
③

A
R
の

免
許
制

度
と

支
払
い

体
制
（

改
革

プ
ロ
グ

ラ
ム

と
コ

ミ
ュ

ー
ン

）

• 
A

R
（

計
38

人
）

 
(対

象
ｺ
ﾐ
ｭ
ｰ
ﾝ
か

ら
選

出

さ
れ
た

各
1
人

) 
 

ワ
ガ

ド
ゥ

グ
ま

た
は

ポ
ー

 
7
日

/地
方
×

2
地

方
＝

14
日

 
 

S:
 

0
日

 
A

: 
14

日
 

 

施
設
建
設

後
 

・
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟﾒ

ｰ
ｶｰ

 
・

ﾄ
ﾚｰ

ﾆ
ﾝｸ

ﾞ報
告

書
 

・
終
了
証

明
書

 
・

ﾄ
ﾚｰ

ﾆ
ﾝｸ

ﾞ
 

用
教
材

 
・

修
理

工
の

交

通
費

、
宿

泊
、

日
当
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活

動
内
容

 
活

動
ﾀ
ｰ
ｹﾞ
ｯ
ﾄ

 
活

動
場

所
 

活
動

日
数

 
（

ﾛ
ｰｶ

ﾙ
ｺﾝ

ｻ
ﾙﾀ

ﾝ
ﾄ

人
・

日
数

）
 

実
施
時
期

 
実

施
ﾘ
ｿ
ｰｽ

 
成

果
物

 
必

要
機
材

 

修
了

者
に

対
し
、
免

許
書
と

修
理
工
具

セ
ッ
ト

を
引
き

渡
す

。
 

コ
ミ

ュ
ー

ン
と

A
R
の

契
約

締
結
を
促

進
す
る

。
 

9.
 

施
設

の
維

持
管
理
に

か
か
る

技
術
指
導

 
ポ

ン
プ

据
付

工
事
に

際
し
、

修
理
工
と

C
PE

の
修
繕

担
当

に
対

し
て

、

設
置

工
事

へ
の
参
加

を
通
じ

て
、
以
下

の
説
明

・
指
導
を

行
う

。
 

①
ポ

ン
プ

の
構
造
と

据
付
・

解
体

 
②

日
常

的
な
メ
ン
テ

ナ
ン
ス

方
法

 
③

C
PE

、
A

R
、
お
よ

び
コ
ミ

ュ
ー
ン
の

役
割
と

維
持
管

理
体

制
 

• 
C

PE
ﾒ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ

 
（

修
繕

担
当

）
 

• 
A

R
 

対
象

ｶ
ﾙ
ﾃｨ
ｴ

 
（

計
30

0
箇

所
）

1
日

／
村

落
 

 
S:

 
6
日

 
A

: 
30

0
日

 
 

施
設
建
設

後
 

（
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
設

置
時
）

 

・
施
工
業

者
 

・
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟﾒ

ｰ
ｶｰ

 
・

ﾄ
ﾚｰ

ﾆ
ﾝｸ

ﾞ報
告

書
 

・
議
事
録

 
・

参
加
者

リ
ス
ト

 
  

・
ﾄ
ﾚｰ

ﾆ
ﾝｸ

ﾞ
 

説
明
用
教

材

（
ポ
ン
プ

メ
ー

カ
ー
）

 

10
 

C
PE

へ
の

運
営
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
／
フ
ォ

ロ
ー
ア

ッ
プ

 
以

下
の

活
動
モ
ニ
タ

リ
ン
グ

を
行
い
、
成

果
達
成

状
況

の
評

価
お

よ
び

活

動
内

容
の

見
直
し
・

改
善
に

か
か
る
提

言
を
行

う
。

 
①

水
利

用
規
約
に
沿

っ
た
運

営
の
実
施

 
②

売
上

金
の

貯
蓄
、

口
座
の

有
無

 
③

施
設

の
利
用
状
況

 
④

C
PE

と
修

理
工
の

活
動
状

況
 

⑤
必

要
な

フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ

事
項
の
抽

出
 

• 
C

PE
ﾒ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ

 
 • 
修

理
工

 

対
象

ｶ
ﾙ
ﾃｨ
ｴ

 
（

計
30

0
箇

所
）

2
日

／
村

落
 

 
S:

 
38

日
 

A
: 

60
0
日

 
（

30
0×

2
回

）
 

施
設

利
用

開

始
後

1
か

月

程
度

 

・
ﾛ
ｰ
ｶﾙ
ｺ
ﾝｻ
ﾙ
ﾀﾝ
ﾄ

・
ﾓ
ﾆﾀ

ﾘ
ﾝｸ

ﾞ報
告

書
 

・
議
事
録

 
 

・
調
査
シ

ー
ト

 

 凡
例
：
 
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
：

S:
 総

括
責
任
者
、

A
:ア

ニ
メ
ー
タ
ー
（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
）
（
い
ず
れ
も
実
施
期
間
中
の

Te
rm

-1
～

Te
rm

-2
の
総
人
・

日
数
）

 

 

A-93



 

6．ソフト・コンポーネント実施リソースの調達方法 

 

 本ソフト・コンポーネント業務を遂行するために必要な投入量については添付「事業実

施工程表」に示す通りである。 

活動対象サイトが広域に多数分散しているため複数名の活動員が必要となる。また、対象

地域住民への直接的な働きかけを行う上で、住民の生活形態、社会的文化的特徴や言語を

熟知し、住民の信頼を得られる活動員を配置する必要があることから、現地事情に精通し、

かつ人件費が安いローカルコンサルタントの起用が適切であり、村落で直接の活動の担い

手としてローカルコンサルタントのファシリテーター複数名およびこれら要員を統括・管

理する総括責任者 1 名を起用して活動を実施することとする。また、我が国無償資金協力

事業による実施制度に基づき、本体工事の常駐施工監理技術者と連携し、工事進捗と密接

に連動したソフト・コンポーネント活動の進捗管理を行う上で、ローカルコンサルタント

の活動を指導することが求められており、そのため邦人監理者が必要である。邦人監理者

は、要求される活動の品質と成果を確保する上で、業務開始時、活動中および業務終了評

価時の要所において、邦人コンサルタント要員をスポットで派遣し指導および活動監理を

行う。活動実施のために配置が想定される要員の情報を以下に示す。 

 

（1）邦人コンサルタント要員 （運営・維持管理計画）   1 名 

 

 ソフト・コンポーネントの計画立案、活動工程並びにプログラムの全体監理を行い、実

施機関および現地コンサルタントに対する技術指導を担当する。また、施主及び日本側関

係諸機関への連絡・報告、プログラムの各関係主体との協議・調整、工事工程との調整を

行う。同要員は、社会開発分野での経験を有するものとする。 

 

（2）ローカルコンサルタント（再委託） 

 

 1）総括責任者  1 名 

ソフト・コンポーネントに係る委託業務の全体統括を担当し、各業務の投入・手法・

成果及び進捗管理を行う。また、各活動の報告書を取りまとめ、実施機関及び本邦コ

ンサルタントへの活動報告を行う。 

また、各種マニュアル類や教材の作成にあたっての監修・指導を実施するとともに、

各ワークショップの詳細なプログラムの内容について検討する。同要員は本件類似業

務に総括責任者として従事した経験を有するものとする。 

 

 2）アニメーター（ファシリテーター）  合計 6 名（各県毎に 2 名） 

ソフト・コンポーネントを実施するに当たっての教材を作成するとともに、実際にコ

ミューンや村落に出向いて、各モジュールで示されているワークショップやトレーニ
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ングを実施する。このため、人力ポンプ付深井戸給水施設の運営・維持管理や住民の

組織化に関する知識・経験を有するとともに、改革システムに沿った給水施設の新維

持・管理体制についても十分な知識を有するものとする。 

 

 

7．ソフト・コンポーネントの実施工程 

 

ソフト・コンポーネント活動工程表を別添に示す。 

 

 

8．ソフト・コンポーネントの成果品 

 

活動の主な成果品は以下の通りである。（各活動毎の成果品の詳細は「ソフトコンポーネン

ト活動計画（投入計画）表」参照。） 

 

○ 人力ポンプ付深井戸給水施設の運営・維持管理マニュアル 

○ アニメーター（ファシリテーター）による活動報告（月報及びワークショップ議事録） 

○ 内部規定（CPE の役割分担、メンバーリスト） 

○ 修理工の維持管理契約書 

○ ソフト・コンポーネント完了報告書 

 

 

9．ソフト・コンポーネントの概算事業費 

 

活動計画に示した日本側負担事項の概算事業費は 42,243 千円である。 

 

ソフト・コンポーネント概算事業費内訳表（単位：千円） 

邦人コンサルタント直接人件費 1,830 

直接経費 38,071 

間接費 2,342 

総計 42,243 

 

 

 

10．相手国実施機関の責務 

 

上記のソフト・コンポーネント実施にあたり、実施機関側の負担にて行う活動は以下の通
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りである。 

 

（1）ソフト・コンポーネント活動を円滑に実施するにあたり、県庁、コミューン等関係機

関への連絡・調整 

（2）コミューンにおけるワークショップへの参加・討議 

以上 
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ブルキナファソ国中央プラトー・南部中央地方飲料水供給計画

ソフトコンポーネント活動実施工程表案 （A型国債案件）

項　　目 1 2 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3
　閣議 ● ●

　交換公文調印 ● ●

　ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約（現地） ● ●

　実施設計（現地）
　国内作業（積算・図書作成）
　入札図書確認（現地）
　入札（P/Q)公示 ●

　現説　図渡し ●

　入　　札 ●

　工事業者契約 ●

　工事業者契約認証 ●

物理探査の実施（積立金条件完了）

ソフトコンポーネント

立上げ・準備工

付帯施設建設班（8班）

ポンプ設置（8班）

ソフトコンポーネント活動 (M=ﾓｼﾞｭｰﾙ) 日数 単位 数量 ｱﾆﾒｰﾀｰ計
（人・日）

0.5 日/ｺﾐｭｰﾝ 38ｺﾐｭｰﾝ 19

14 日 2人 28

1 日/ｺﾐｭｰﾝ 38ｺﾐｭｰﾝ･2人 76

1 日/ｻｲﾄ 360ｻｲﾄ･2人 720

2 日/ｻｲﾄ 360ｻｲﾄ 720

1 日/ｺﾐｭｰﾝ 38ｺﾐｭｰﾝ 38

1 日/ｺﾐｭｰﾝ 38ｺﾐｭｰﾝ 38

7 日/地方 2地方 14

1 日/ｻｲﾄ 300ｻｲﾄ 300

2 日/ｻｲﾄ 300ｻｲﾄ 600

邦
人

運営維持管理(4級） 1名

総括責任者 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 1 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 2 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 3 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 4 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 5 1名

　ｱﾆﾒｰﾀｰ　 6 1名

：国債DD分 PC：中央プラトー地方

：Term-1 CS：南部中央地方

：Term-2

：Term-3 ：雨期

平成21年度

Term-1

2008 2009年
年　　度 平成20年度

西暦

契
約

実
施
設
計

工
事
工
程

平成22年度

2012年
平成23年度

2011年2010年

Term-2 Term-3

HP井戸建設（中央プラトー地方）

HP井戸建設（南部中央地方）

M-1：コミューンレベルでの周知徹底

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

現
地
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

M-3：コミューンにおけるワークショップ

M-4：住民の意識啓発

M-5：CPEの設立と規約の締結

M-10：運営モニタリング

M-9：施設の維持管理にかかる技術教育

M-6：衛生教育

M-7：会計トレーニング

M-8：巡回修理工に対するトレーニング

PC地方：Zorgho県
CS地方：Nahouri県

PC地方：Kourweogo県
CS地方：Bazega県
PC地方：Oubritenga県
CS地方：Zondoweogo県
PC地方：Oubritenga県
CS地方：Zondoweogo県
PC地方：Zorgho県
CS地方：Nahouri県

PC地方：Kourweogo県
CS地方：Bazega県

M-2：マニュアル作成

1.0 1.0 1.0

PC地方 CS地方

PC地方 CS地方

PC地方 CS地方

CS地方：着工までに完了PC地方：着工までに完了 PC地方：積立未完サイトフォロー

PC地方：工事期間中実

PC地方：工事期間中実

PC地方：首都実施（7日間）

PC地方：ポンプ設置時実施

PC地方：稼働開始2ヶ月後移行実施

CS地方：POにて実施（7日間）

CS地方：工事期間中実

CS地方：工事期間中実

CS地方：ポンプ設置時実施

CS地方：稼働開始2ヶ月後移行実施

再委託契約、実施機関・地方行
政へいの説明・活動開始時指導

衛生教育・会計ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ開始監理、CS地方
ｺﾐｭｰﾝ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､活動進捗･達成検証

運営維持管理状況確認､ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ検証､活動完了報

M-1.2.3 M-4,5 M-3(CS)､4,5､6,7､9(PC) M-6,7,9 M-6,7,9

M-2

M-2

M-1

M-1

M-1

M-3

M-3

M-3

M-4,5 M-3 M-4,5(CS)

M-4,5(CS)

M-6,7,9,10(PC)
M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-10 M-10

M-10

M-8 M-8

M-3

M-3

M-3

M-4,5

M-4,5

M-4,5

M-4,5

M-4,5

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-4,5(CS)

M-4,5(CS)

M-4,5(CS)

M-4,5(CS)

M-6,7,9,10(PC)

M-6,7,9,10(PC)

M-6,7,9,10(PC)

M-6,7,9,10(PC)

M-6,7,9,10(PC)

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10

M-6,7,9,10
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資料７ 参考資料／入手資料リスト

A-99



 
入

手
資

料
リ

ス
ト

 
 調

査
名

 
ブ

ル
キ

ナ
フ

ァ
ソ

国
中

央
プ

ラ
ト

ー
・

南
部

中
央

地
方

飲
料

水
供

給
計

画
事

業
化

調
査

 
 番

号
 

名
称

 
形

態
 

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ
・

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
発

行
機

関
 

発
行

年
 

1 
C

ad
re

 st
ra

té
gi

qu
e 

de
 lu

tte
 c

on
tre

 la
 p

au
vr

et
é 

図
書

 
PD

F 
M

in
is

tè
re

 
de

 
l’E

co
no

m
ie

 
et

 
du

 
dé

ve
lo

pp
em

en
t 

20
04

.6
 

2 
In

ve
nt

ai
re

 N
at

io
na

l d
es

 O
uv

ra
ge

s H
yd

ra
ul

iq
ue

s e
t d

’A
ss

ai
ni

ss
em

en
t a

u 
B

ur
ki

na
 F

as
o 

: R
ap

po
rt 

G
én

ér
al

 d
’e

xé
cu

tio
n 

(V
er

si
on

 fi
na

le
) 

図
書

 
PD

F 
D

G
IR

H
/M

A
H

R
H

 
資

金
：

FA
D

/B
A

D
 

20
06

.5
 

3 
In

ve
nt

ai
re

 N
at

io
na

l d
es

 O
uv

ra
ge

s H
yd

ra
ul

iq
ue

s e
t d

’A
ss

ai
ni

ss
em

en
t a

u 
B

ur
ki

na
 F

as
o 

: R
ap

po
rt 

Te
ch

ni
qu

e 
dé

fin
iti

f 
 L

es
 p

rin
ci

pa
ux

 ré
su

lta
ts

 
図

書
 

PD
F 

D
G

IR
H

/M
A

H
R

H
 

資
金

：
FA

D
/B

A
D

 
20

06
.5

 

4 
Et

at
 d

e 
m

is
e 

en
 œ

uv
re

 d
u 

pl
an

 d
’a

ct
io

n 
po

ur
 la

 g
es

tio
n 

in
té

gr
ée

 d
es

 re
ss

ou
rc

es
 e

n 
ea

u 
(P

A
G

IR
E)

 d
u 

B
ur

ki
na

 F
as

o 
 -

 M
ar

s 2
00

3 
– 

Ju
in

 2
00

6 
図

書
 

PD
F 

D
G

R
E/

 M
A

H
R

H
 

20
06

.1
0 

5 
R

ef
or

m
e 

du
 s

ys
tè

m
e 

de
 g

es
tio

n 
de

s 
in

fr
as

tru
ct

ur
es

 h
yd

ra
ul

iq
ue

 d
’a

pp
ro

vi
si

on
ne

m
en

t 
en

 e
au

 p
ot

ab
le

 e
n 

m
ili

eu
 ru

ra
l e

t s
em

i-u
rb

ai
n 

 
D

oc
um

en
t C

ad
re

 d
e 

la
 R

ef
or

m
e 

 
図

書
 

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
M

in
is

tè
re

 d
e 

l’E
nv

iro
nn

em
en

t 
et

 
de

 l’
Ea

u 
20

00
.8

 

6 
R

ef
or

m
e 

du
 s

ys
tè

m
e 

de
 g

es
tio

n 
de

s 
in

fr
as

tru
ct

ur
es

 h
yd

ra
ul

iq
ue

 d
’a

pp
ro

vi
si

on
ne

m
en

t 
en

 e
au

 p
ot

ab
le

 e
n 

m
ili

eu
 ru

ra
l e

t s
em

i-u
rb

ai
n 

; d
oc

um
en

ta
tio

n 
su

r s
ite

 W
eb

 
図

書
 

PD
F 

D
G

R
E/

 M
A

H
R

H
 

A
N

TE
A

/A
FD

 
20

00
.2

 
～

 

7 
C

ar
te

 g
éo

lo
gi

qu
e 

et
 m

in
iè

re
 à

 1
/1

.0
00

.0
00

 d
u 

B
ur

ki
na

 F
as

o 
N

ot
ic

e 
 

Ex
pl

ic
at

iv
e 

図
書

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

, X
D

W
M

in
is

tè
re

 d
es

 M
in

es
, d

es
 C

ar
riè

re
s 

et
 d

e 
l’E

ne
rg

ie
 

20
03

 

8 

C
ar

te
 g

éo
lo

gi
qu

e 
et

 m
in

iè
re

 à
 1

/2
00

.0
00

 e
t N

ot
ic

e 
ex

pl
ic

at
iv

e 
1)

 F
eu

ill
e 

N
D

-3
0-

V
  

  
  

O
U

A
G

A
D

O
U

G
O

U
 

2)
 F

eu
ill

e 
N

D
-3

0-
V

I 
  

  
B

O
U

LS
A

 
3)

 F
eu

ill
e 

N
C

-3
0-

X
X

II
I 

 P
O

 
4)

 F
eu

ill
e 

N
C

-3
0-

X
X

IV
  

TE
N

K
O

D
O

G
O

 

図
面

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

, X
D

W
M

in
is

tè
re

 d
es

 M
in

es
, d

es
 C

ar
riè

re
s 

et
 d

e 
l’E

ne
rg

ie
 

20
03

 

9 

C
ar

te
 a

u 
1/

50
.0

00
  

 O
U

A
G

A
D

O
U

G
O

U
：

4
枚

 (
1b

, 2
b,

 2
c,

 2
d)

 
 B

O
U

LS
A

  
 

 
 ：

2
枚

 
(1

a,
 1

b)
 

 T
EN

K
O

D
O

G
O

  
：

5
枚

 
( 3

a,
 1

a,
 1

b,
 1

c,
 1

d)
 

 P
O

  
  

  
  

  
  

 ：
4枚

 
(2

b,
 2

d,
 4

b,
 4

d)
 

図
面

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
In

st
itu

t G
éo

gr
ap

hi
qu

e 
du

 B
ur

ki
na

 
19

87
-8

8 

 A-100



番
号

 
名

称
 

形
態

 
ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ
・

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
発

行
機

関
 

発
行

年
 

10
 

R
ép

er
to

ire
 d

es
 P

ro
je

ts
 e

t P
ro

gr
am

m
es

 2
00

6 
図

書
 

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
M

A
H

R
H

 
20

06
.4

 

11
 

G
IR

E（
G

es
tio

n 
In

té
gr

ée
 d

es
 R

es
so

ur
ce

s e
n 

Ea
u）

 
Et

at
 d

es
 re

ss
ou

rc
es

 e
n 

ea
u 

du
 B

ur
ki

na
 F

as
o 

et
 d

e 
le

ur
 c

ad
re

 d
e 

ge
st

io
n,

 V
er

si
on

 fi
na

le
 

図
書

 
W

or
d 

D
A

N
ID

A
 

20
01

.5
 

12
 

C
ar

te
 d

es
 R

es
so

ur
ce

s e
n 

Ea
u 

R
ég

io
n 

du
 C

en
tre

 
図

書
 

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

 
M

in
is

tè
re

 
de

 
l’E

au
 

D
EP

 
Pr

oj
et

 
B

ila
n 

d’
Ea

u 
19

90
.5

 

13
 

C
ar

te
 d

es
 R

es
so

ur
ce

s e
n 

Ea
u 

So
ut

er
ra

in
e 

du
 B

ur
ki

na
 F

as
o 

図
書

 
ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

 
M

in
ist

èr
e 

de
 l

’E
au

 D
ire

ct
io

n 
de

s 
Et

ud
es

 e
t d

e 
la

 P
la

ni
fic

at
io

n 
19

91
.3

 

14
 

Lo
i N

o 
05

5-
20

04
/A

N
 P

or
ta

nt
 C

od
e 

gé
né

ra
l d

es
 c

ol
le

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

au
 B

ur
ki

na
 

Fa
so

 e
t t

ex
te

s d
’a

pp
lic

at
io

n 
図

書
 

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
M

in
ist

èr
e 

de
 

l’a
dm

in
ist

ra
tio

n 
te

rri
to

ria
le

 e
t d

e 
la

 d
éc

en
tra

lis
at

io
n 

20
06

.6
 

15
 

R
és

ul
ta

ts
 p

ré
lim

in
ai

re
s d

u 
R

ec
en

se
m

en
t g

én
ér

al
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

et
 d

e 
l’h

ab
ita

tio
n 

de
 

20
06

 
図

書
 

PD
F 

M
in

is
tè

re
 

de
 

l’é
co

no
m

ie
 

et
 

du
 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
20

07
.4

 

16
 

Pr
og

ra
m

m
e 

N
at

io
na

l 
d’

A
pp

ro
vi

si
on

ne
m

en
t 

en
 E

au
 P

ot
ab

le
 e

t 
d’

A
ss

ai
ni

ss
em

en
t 

a 
l’h

or
iz

on
 2

01
5 

(P
N

-A
EP

A
20

15
) /

  
D

oc
um

en
t d

e 
Pr

og
ra

m
m

e 
図

書
 

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

 
M

A
H

R
H

 /D
G

R
E 

20
06

.1
1 

17
 

PN
-A

EP
A

20
15

 / 
M

an
ue

l d
’e

xé
cu

tio
n 

図
書

 
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

 
M

A
H

R
H

 /D
G

R
E 

20
07

.4
 

18
 

PN
-A

EP
A

20
15

 / 
 M

an
ue

l d
e 

su
iv

i-é
va

lu
at

io
n 

(M
SE

) 
To

m
e 

1 
: C

ad
re

 c
on

ce
pt

ue
l 

図
書

 
PD

F 
M

A
H

R
H

 /D
G

R
E 

20
07

.7
 

19
 

PN
-A

EP
A

20
15

 / 
  M

an
ue

l d
e 

su
iv

i-é
va

lu
at

io
n 

(M
SE

) 
To

m
e 

2 
: O

ut
ils

 e
t M

ét
ho

de
s P

ou
r l

e 
vo

le
t r

ur
al

 
図

書
 

PD
F 

M
A

H
R

H
 /D

G
R

E 
20

08
.4

 

20
 

PN
-A

EP
A

20
15

 /
 G

ui
de

 m
ét

ho
do

lo
gi

e 
de

 p
la

ni
fic

at
io

n 
A

EP
A

 e
n 

m
ili

eu
 r

ur
al

 e
t 

ca
ne

va
s-

ty
pe

 p
ou

r é
la

bo
re

r e
t m

et
tre

 e
n 

œ
uv

re
 u

n 
Pl

an
 c

om
m

un
al

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
se

ct
or

ie
l A

EP
A

 (P
C

D
-A

EP
A

) 
図

書
 

PD
F 

M
A

H
R

H
 /D

G
R

E 
20

08
.1

 

21
 

PN
-A

EP
A

20
15

 / 
R

ap
po

rt 
d’

ex
éc

ut
io

n 
au

 3
1/

12
/2

00
7 

et
 P

ro
gr

am
m

e 
20

08
 

図
書

 
W

or
d 

M
A

H
R

H
 /D

G
R

E 
20

8.
3 

22
 

A
rr

êt
é 

04
 

ja
nv

ie
r 

20
08

 
po

rta
nt

 
dé

fin
iti

on
 

de
 

fo
rm

ul
ai

re
s 

ty
pe

s 
de

 
re

cu
ei

l 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 s
ur

 le
s 

tra
va

ux
 d

e 
ré

al
is

at
io

n 
et

/o
u 

ré
ha

bi
lit

at
io

n 
de

 p
ui

ts
 m

od
er

ne
s, 

de
 fo

ra
ge

s e
t d

’A
EP

S 
図

書
 

PD
F 

M
A

H
R

H
 

20
08

.1
 

23
 

A
rr

êt
é 

11
 j

an
vi

er
 2

00
8 

po
rta

nt
 f

ic
he

 t
yp

e,
 p

re
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t 

pr
oc

éd
ur

e 
de

 
dé

cl
ar

at
io

n 
de

s p
ui

ts
 m

od
er

ne
s, 

de
 fo

ra
ge

s s
ou

m
is

 à
 d

éc
la

ra
tio

n 
図

書
 

PD
F 

M
A

H
R

H
 

20
08

.1
 

24
 

Pr
oj

et
 3

00
 fo

ra
ge

s U
EM

O
A

/F
EE

R
, 

 
R

éa
lis

at
io

n 
de

s f
or

ag
es

 d
u 

Pr
og

ra
m

m
e 

pa
r r

ég
io

n,
 c

om
m

un
e 

et
 v

ill
ag

e 
図

書
 

PD
F 

U
EM

O
A

/F
EE

R
 

20
08

.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A-101


	資料
	資料5　事業事前計画表（事業化調査）
	資料6　ソフト・コンポーネント計画書
	資料7　参考資料／入手資料リスト




